
第 ３ １ 回 山 梨 県 中 学 校 新 人 体 育 大 会 テ ニ ス の 部 （ 個 人 戦 ） 実 施 要 項  

 

１  主   催  山 梨県教 育 委 員会   山 梨県 小中 学 校体育 連 盟  山 梨県 テニ ス協 会 

 

２  主   管  山 梨県小 中 学 校体 育 連盟 テニス 専 門 部 

 

３  日 時・ 会 場  令 和７ 年 １ ０月 ２ ５日 （ 土） 男 女 シン グ ルス 、 ダブ ル ス   

令 和 ７ 年１ １ 月 １ 日（ 土 ） 男女 シ ング ルス、 ダ ブ ルス 残 り 

小 瀬 ポ ーツ 公 園テニ スコ ー ト （甲 府 市小 瀬町８ ４ ０ ）８ ： ００ 集合  

【 予 備 日 １ １月 ２日 （ 日 ）小 瀬 スポ ーツ公 園 テ ニス コ ート  ８： ０ ０ 集合 】 

 

４  競 技役 員    山梨 県 小 中学 校 体育 連盟テ ニ ス 専門 部 の委 員 

 

５  競 技規 則 及 び 試 合 方法  

（ １ ）  日 本 テ ニス 協 会テニ ス規 則 及 びト ー ナメ ント競 技 規 則に 準 ずる 

（ ２ ）  県 下 中 学校 在 籍者で 学校 長 が 承認 し た者 、また は 地 域ク ラ ブに 在籍し て い る者 

（ ３ ） 各校 で シング ルス ６ 名 ，ダ ブ ルス ４組以 内 （ｼﾝｸﾞﾙｽ・ﾀﾞﾌﾞﾙｽの 両 方 に出 場 でき ない） 
   （ ４）試 合方 法               

       ①ト ーナ メ ン ト方 式 の６ ゲーム 先 取 （ノ ー アド ）とす る 

       ②審 判は ， セ ルフ ジ ャッ ジとす る 

 

７ 参 加 料 参加 選手一人 につ き５ ０ ０円 と する 。(但し 、団体 戦 に出場 し た もの は 除く )参加料 は 、 大 

会 当 日 に持 参 する。 申し 込 み を行 っ た時 点で参 加 料 の支 払 い義 務が生 じ 、 参加 料 の返 金は一

切 行 わ ない も のとす る。  

 

８ 組 合 せ 学年 別大会の 結果 を参 考 に、 山 梨県 小中 学校 体 育連 盟 テニ ス専 門部 の 委員 長 及び 各支 部の 

部 長 が 行う 。 組合せ は、 山 梨 県小 中 学校 体育連 盟 の HPで確 認 して 下さ い 。 

 

９ 申 し 込み  所定 の申し 込 み 用紙 に 記入 し、学 校 長 の職 印 を押 して申 し 込 むこ と 。（ 申し込 み は メー 

ル の み とす る が、必 ず事 前 に 保護 者 の同 意を取 り 、 職印 を もら ってお く こ と。 職 印を つい 

た も の は当 日 持参す る。 ） 参 加料 の 確認 がしや す い よう に 団体 戦に出 場 し た学 校 は、 団体

戦 の 申 込用 紙 に上書 きし 、 参 加料 の 欄に は、団 体 戦 に登 録 して いる人 数 と の合 計 の金 額を

記 入 す るこ と 。県新 人大 会 テ ニス の 部と 同日に 行 わ れる 他 団体 の大会 、 他 競技 の 大会 と重

複 し た ため に 申し込 みを キ ャ ンセ ル する という こ と がな い よう にする こ と 。 

（ １ ） 申込 期 限  令和７ 年 １ ０月６ 日（ 月 ）17:00まで 

（ ２ ） 申込 場 所  参 加 す る 学 校 は、 各支 部 長 に 申 し 込 み 用 紙 の デ ー タ を メ ー ル で 送 る こ と 。 申 し込 み

期 限 ま で に 、 支 部 長 は 取 り まと めた デ ー タ を 専 門 委 員 長 （ 上 条 中 ： 浅 尾 ） に メ ー ル

で 送 る こ と 。  

 

１ ０  引率 者 ・ 監 督 お よび 外 部 指 導 者  

  （１ ）参加 生 徒の引 率 者 ・監 督 は、 出場校 の 校 長・ 教 員、 地域ク ラ ブ の責 任 者、 部活動 指 導 員と 

す る 。 

  （ ２） 引 率者の 特例  

     こ の大会 の個 人 種 目（ ｼﾝｸﾞﾙｽ・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）へ の 参加 に つい て、 校長 ・教 員 が引 率 でき ず、 校 

     長 がやむ を得 な い と判 断 した 場合に 限 り 、「 山 梨県 小中学 校 体 育連 盟 主催 大会に お け る監 

督 ・ 引 率細 則 」によ り、 校 長 が引 率 者と して承 認 し た保 護 者及 び外部 指 導 者の 引 率を 認め 

る 。 保 護者 の 引率を 希望 す る 学校 は 、申 込みを す る 前に 専 委員 長に必 ず 連 絡を し 、出 場する  

大 会 の ３日 前 までに 必要 書 類 を小 中 体連 事務局 に 、 その コ ピー を専門 委 員 長に 提 出す る。 

  （ ３） 引 率者と して の 保 護者 及 び外 部指導 者 は 、一 人 の生 徒につ い て 一人 の 引率 者がつ く も のと 

す る 。 ただ し 、同一 家庭 の 兄 弟・ 姉 妹に 引率す る 場 合は １ 名で よい。 （ ダ ブル ス につ いて 

は 、 そ れぞ れ の生徒 に１ 名 の 引率 者 が付 き２名 と な る） 

 

 



１ １ そ の他  

（ １ ）  山 梨 県 小中 学 校体育 連盟 テ ニ ス専 門 部の 委員（ 各 支 部の 正 副部 長）は 、 役 員と し て運 営に協 力 

し て く ださ い 。また 、顧 問 は 仕事 分 担に 従い、 ロ ー ビン グ や受 付など の 役 割を お 願い します 。

（ 事 前 にロ ー ビング の仕 方 を 確認 し てお くこと 。 ） 

（ ２ ） 選手 は ，テニ スウ エ ア ーの 半 袖シ ャツ， ハ ー フパ ン ツ（ スコー ト も 可） を 着用 するこ と 。 

（ ３ ） 監督 ， 引率者 は生 徒 の 行動 に は責 任をも つ こ と。 ま た， 試合が な い とき も 本部 の近く に い て， 

速 や か に連 絡 が取れ るよ う す るこ と 。 

（ ４ ） 自主 的 に清掃 をす る こ と。 （ 生徒 には， ゴ ミ は持 ち 帰る よう指 導 す るこ と ） 

（ ５ ） この 大 会のシ ング ル の 結果 を 基に 、来年 度 の 選手 権 大会 のシー ド を 考え ま す。 

（ ６ ） 個人 情 報保護 法に 基 づ き、 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、 報道 、 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにお け る氏 名 ・学校 名 ・学年 ・写 真 等の 

掲 載 に つい て は、本 人及 び 保 護者 の 同意 を得る こ と 。 

（ ７ ） 会場 使 用上の 注意 な ど につ い ては 、後日 顧 問 を通 じ て連 絡をし ま す 。 


